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《
通常逮捕状（甲）（法199条）

《
通常逮捕状（甲）（法199条）

様式第11号捌餌誌199条,細り第139条,第142条第143条）

う室才甫>吠言青可乏善事 (甲）
平成30年12月 1日

逮 捕 状(通常逮捕）
列

P千紫簡易 裁 判 所
裁 判 官 殿

甲 野 太 郎披 疑 者 の 氏 名

鰯199条第2項による指定を受け

警 部 信 濃 治

被 疑 者 の 年 齢

住 居 ， 職 業

罪 名

披 疑 事 実 の 要 旨

被疑者を引詞-べき場所
諦求者の官公轍氏名

紫千 中央 警察署
刑到F斫訟

別紙1－丁闇とおり
蝉

霊印

噂曹,:鴛騰霧……。
# # ":"""｡"(.4"P職 業 会社役員

有 効 期 間｜耳城 30 年 12 月 8 日まで
⑫

有効期間経過後は,この令状により逮捕に着手することができない｡この場合に氏これを当栽判所に
返還しなければならない。

有効期間内であっても，逮捕の必要がなくなったときは､直ちにこれを当裁判所に返還しなければなら

ない。

2

ぐ餌 上記の被疑事実により， ることを許可する°

夢獅平成30年12月1

’ 千 葉 簡 易 裁 判 所

裁判 官 陸 奥 亜
妙|■

３
４ 緬悼

逮捕者の官公職氏名

5 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由

……………………………－ぐ駒’
6 被疑者の逮捕を必要とする事由

● ◆ G 申 ● 申 ● ● ｡ ■ ● ● 申 ● ■ ● ● ● ● G ● ■ O ● ●

7 被疑者に対し，同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯罪事実について

逮捕の年月日時

及 び 場 所

平成 年 月 日 午 時 分

で逮捕

記 名 押 印7 被疑者に対し，同一

又はその発付があった

請求する理由

前に逮捕状の請求
平成 年 月 日 午 時 分

引致の年月日時

記 名 押 印

83()万円捌法,暴力行為等処罰に関する法懲及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪
については，2万円)以下

項ただし書に定める事由
送致する手続をした

年 月 日 時

記 名 押 印

平成 年 月 日 午 時 分99条第1

9 被疑事実の要旨

別欺記戴のとおり
送致を受けた年月日時 平成 年 月 日 午 時 分

①簡裁・地裁の別，空欄に注意。

②請求書原本及び謄本に受付印を押し，事件符号（簡裁「る｣，地裁「む｣)．事件番号を記入，押印。
※令状請求事件簿に，受付日，請求者の所属庁．罪名，被疑者名を記載し，令状種別には「甲」と記載し，担当
裁判官を記載。

③請求者官公職氏名．押印，警察署印，請求権限のある者か確認。
④被疑事実とのそごがないかを確認。

⑤氏名（漢字に注意)．年齢（犯行時14歳以上であること)．職業 住居を疎明資料で確認。

⑥記載漏れ注意。 ⑦掲げられた資料が提供されているか。 ⑧該当する場合は，記載内容に不備がないか確忍。
⑨｢被害届」等の資料を確認し，被害者の氏名，年齢 被害日時,被害場所等に誤りがないかチェック。
公訴時効も確認。 ★訂正がある場合は,謄本も訂正すること！！

記 名 押 印

⑩発付裁判所に対応する逮捕状用紙を準備。

⑪被疑者の氏名を戸籍等で確認して．正確に記載。

⑫有効期間を記載。通常は7日間なの

⑬発付年月日を記載（※深夜の場合に

⑭記名押印 訂正印,芸迎■■
※庁印の押捺は不要（平成30年12

通常は7日間なので． 初日は算入しないで.発付日に7を加えた日 0

寸日が翌日になる可能 があるので注意！）。

■■-の漏れがないか確認。
2月1日から）



《 《
緊急逮捕状（乙）（法210条） 緊急逮捕状（乙）（法210条）

雛式第16号捌訴第210条,規則第139条,第1"条第143" -
う鑿才甫ｵ犬言青オミ書（乙）

一

逮 捕 状（緊急逮捕）
平成30年12月 1日

千紫簡易 裁 判 所
裁 判 官 殿 甲野太郎悼

被 疑 者 の 氏 名

！ 具 忽部 信

紫千 中央 警察署
司法

…印

被 疑 者 の 年 齢

住 居 ， 職 業

罪 名

被 疑 事 実 の 要 旨

諦求者の官公職氏名

逮捕者の宮公職氏名

逮捕の年月日蹄及び場所
引致の年月日味及び場所

察員 警

別紙■ Iのとお’

噂蓄,堂鴬零……
隼鹸'諏鯛隼？月3..生(§4詞悼職 業 会社役団

上記の被疑事実により， める。

澪撞平成30年12月

ヰ〒≦滴”識”蕨裁判官陸奥亜綱悼

上記の被疑事実により， める。

澪撞平成30年12月

▲ 千葉簡易裁判所

2

ぐ口 に

一ｉ－１－

1
裁 判 官3

４
５ 送致する手続をした

年 月 日 時
平成 年 月 日 午 時 分

呪被窪が巣を犯したことを疑うに足りる充分な理由
熈.識……。

■ ● ● ■ ｡ ● ● ● ｡ p の ● 由 ● ■ ｡ ､ ● ● B e e ● ● ●

噴麗瀞扉耀:悪態鰯……に…＊
又はその発付があったときは，その旨及びその犯罪事実並びに同一の3畔事実につき更I

渉,鷺:雲胃伸
別患裁5とおり‘△

記 名 押 印

送致を受けた年月日時

記 名 押 印

平成 年 月 日 午 時 分

注 引致前に逮捕状が諭求された場合には，「引致すべき堤所j欄を設けてこれに記戦し，

『引致の年月日時及び場所」を尚ﾘ除する”

D簡裁・地裁の別，空欄に注意

②請求書原本及び謄本に受付印を押し,愛位陵刻,事件符号(簡裁「る｣．地裁｢む｣)．事件番号を記入,押印。
※令状請求事件簿に，受付日，請求者の所属庁，罪名，被疑者名を記載し，令状種別には「乙」と記載し，担当
裁判官を記載。

③請求者官公職氏名．押印，警察署印を確認。

④被疑事実とのそごがないかを確認｡法定刑が死刑，無期，長期3年以上の懲役．禁銅か。

⑤氏名（漢字に注意)．年齢（犯行時14歳以上であること)．職業 住居を疎明資料で確認。

⑬発付裁判所に対応する逮捕状用紙を準備。

⑭被疑者の氏名を戸籍等で確認して．正確に記載。

。[年月日lEL_と｢場所｣の双方の記載が必要 ← …z殉移いの竃霊ノノ

⑦記載漏れ注意。 ⑧冒蹴漏れ注意（3に記載があれば「なし」の記載又は斜線押印)。
⑨掲げられている資料が提供されているか。⑩冒琿漏れ注意。

⑪該当する場合は，言蹴内容に不備がないか確認。

⑫｢被害届」等の資料を確認し，被害者の氏名，年齢，被害日時,被害場所等に誤りがないかチェック。
公訴時効も確認。 ★言唾がある場合は，謄本も訂正すること！！

⑮溌付年月日を記載（※深夜の場合に 日が翌日になる可能 があるので注意！）”

⑯記名押印.訂正印‘割 ｜_の漏れがないか確認。

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）



1 （
捜索差押許可状（法218）

又は日没後でも執行することができる。

捜索差押許可状（法218） 捜索差押許可状（法218）」ヱデWこ ＝.』『rpl 副一〃、 、ｰ ← I gノ

この令状は日の出前又は日没後でも執行することができる。捜 索

動P
別 紙 1

纏鎗篭灘雛鮮一侭悼

■
捜索差押許可状

ハ ー

30年12月 1日

千紫簡易 裁判
裁 判 官

’ 鯛,"ｭ圏“
甲 野 太 郎

H

被 疑 者 の 氏 名

及 び 年 齢

千J
日生

牛中央 警察署
司法警察員

冨…

被疑者に対する 覚せい剤取締法違反，大麻取締法違反 被疑事件
について，下記のとおり捜索及び差押えをすることを許可する。ダ

侍捜索すべき場所，

身体又は物

恒
但別紙1記載のとおり

１
２

差し押さえるべき物 別紙2記載のとおり

'プ
煙

3
有 効 期 間 平成30年12月8日まで

画但有効期間経過後は，この令状により捜索又は差押えに着手することができなし％この場
合には，これを当裁判所に返還しなければならなし賂

有効期間内であっても，捜索又は差押えの必要がなくなったときは,直ちにこれを当裁
判所に返還しなければならない。

の場

当裁

4

別 紙 2

5

押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって,その
電磁的記録を複写すべきものの範囲

差し押さえるべき物

注射器，秤，メモその他本件と関係があると思料される物棹

陸奥亜繍⑬煙

平成30年12月1日

千葉簡易 調計j所

叢畔ﾘ官
日出前又は日 没後に行う必要があるときは，その旨及び事由6

被疑渚雷は，平日．休日を問わず，昼間は不在にしていることが多く．夜間に
在室している蓋然性が高いため

偽7 犯罪事実の要旨

〆
別銚3記瀬のとおり

伊治
請求者の宮公職氏名 千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信 濃

(800 1

雪

タブ
①簡裁・地裁の別，空欄に注意

②請求書ごとに受付印を押し，事件符号(簡裁「る｣．地裁「む｣)，事件番号を
記入．押印

※令状請求事件簿に，受付日 請求者の所属庁，罪名．被疑者名を記載し，
令状織りには「捜差」と記載し､担当裁判官を記載

③請求者官公職氏名．押印，菩察署印を確認

④全ての被疑罪名を記載 被疑事実とのそごがないかを確認

⑤氏名（漢字に注意)，年齢(犯行時14歳以上であること）を疎明資料で確認
⑥疎明資料とそごがないか確認（別紙引用の場合も同じ）

⑦7日を超える請求があるときは，期間及び事由を記載
⑧夜間執行の請求があるときは，その旨及び事由を記載

⑨被疑者の氏名，生年月日を戸籍等で確認して，正確に記載

⑩全ての被疑罪名を記載

⑪請求書どおり記載｡別紙を引用する場合は,当該別紙を合綴

⑫有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑬発付年月日を記載（深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意）

⑭記名，押印．訂正印，契印の漏れがないか。

⑮請求者の官公職氏名を記載

⑯夜間執行の請求がある場合，判断漏れ，印漏れがないかを確認

⑰令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）

⑬契印漏れを確認。

⑲訂正印漏れを確認



《 《
捜索許可状（法218） 捜索許可状（法218） 捜索許可状（法218）

この令状は日の出前又は日没後でも執行することができる。裁判官

画悼
別 紙

捜索すべき場所

蕊漁伊横浜市中区日

被疑者居

陸
奥

30年12月 1日 捜索許可状

甲 野 太 郎

捜索許可状
千紫簡易 裁判所

裁 判 官？ 蛎盲，。甲 野 太 郎被 疑 者 の 氏 名

及 び 年 齢 2日生

千割 中央 響察署

司法警察員

…

被疑者に対する 覚せい剤取締法違反，大麻取締法違反
について，下記のとおり捜索をすることを許可する。
被疑者に対する 覚せい剤取締法違反，大麻取締法違反
について，下記のとおり捜索をすることを許可する。 蝉下

捜

捜索すべき場所，

身 体 又 は 物

j支升ﾐｰｦ弓、吾罰〃『，

悼身 体 又 は 物 別紙記載のとおり

悼有 効 期 間 平成30年12月8日まで

有効期間極邑後は，この令状により捜索に薪手することができなし％．この場合には，こ
れを当翻印j所に返遼しなければならない。

有効期間内であっても，捜索の必要がなくなったときは,直ちにこれを当裁判所にi唾
しなければなら左い･

棹1
別紙記載のとおり

2

何3 有 効 期 間 平成30年12月8日まで

有効期間経過後は，この令状により捜索に薪手することができなし％．この場合には，こ
れを当翻印j所に返遼しなければならない。

有効期間内であっても，捜索の必要がなくなったときは,直ちにこれを当裁判所に返還
しなければなら左い･

4

5

差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であっ

伊

陸奥亜柵⑬棹
伊

陸奥亜柵⑬棹

斗城30年12月1日

千葉簡易 麦畔ﾘ所

謝21官

斗城30年12月1日

千葉簡易 麦畔ﾘ所

謝21官

て，

6 日

誕拠いんめつのおそれがあり，逮捕と同時に執行したく逮捕が

偽
夜間に及びおそれがあるため

戸
7ガ哨閏蘂の要旨

別欺2記戴のとおり

、譲霊員蕾”信濃渚ザ
千葉中央 警察署

(800 1号)』

⑮請求者の宮公職氏名 千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信 濃 台 彦

戸
⑱契印漏れを確認

①簡裁･地裁の別，空欄に注意

②請求書ごとに受付印を押し．事件符号(簡裁「る｣，地裁「む｣)．事件番号を

記入，押印

※令状請求事件簿に．受付日．請求者の所属庁．罪名 被疑者名を記載し，

令状種別には「捜」と記載し、担当裁判官を記載

③請求者官公職氏名，押印，警察署印を確認

④全ての被疑罪名を記載 被疑事実とのそごがないかを確認

⑤氏名（漢字に注意)，年齢(犯行時14歳以上であること）を疎明資料で確認

⑥疎明資料とそごがないか確認

⑦7日を超える請求があるときは，期間及び事由を記載

⑧夜間執行の請求があるときは，その旨及び事由を記載

⑲訂正印漏れを確認
⑨被疑者の氏名，生年月日を戸籍等で確認して．正確に記載

⑩全ての被疑罪名を意琿

⑪別紙を引用する場合は合綴

⑫有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑬発付年月日を記載（深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意）

⑭記名．押印，訂正印，契印の漏れがないか。

⑮請求者の官公職氏名を記載

⑯液間執行の請求がある場合，判断漏れ，印漏れがないかを確認

⑰令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）



1 《
差押許可状（法218） 差押許可状（法218） 差押許可状（法218）

⑯億

馨鴛許可状請求書 この令状は日の出前又は日没後でも識ﾃすることができる。裁判官

勤悼

陸
奥

陸
奥

奥

別 紙
差押許可状

總0・
甲 野 太 郎

差押許可状

鯛0.,日生
甲 野 太 郎被 疑 者 の 氏 名

及 び 年 齢 2日生生 差し押さえるべき物

注射器 秤，メモその他本件と関係があると思料される物被疑者に対する 覚せい剤取締法違反，大麻取締法違反 被疑事件
について，下記のとおり湾甲えをすることを許可する。 －忽

た
棹差し押さえるべき物 別紙記載のとおり

１
２

伊有 効 期 間 平成30年12月8日まで

3
有効期間経過後は，この令状により謡甲えに着手することができない。この場合には，
これを当裁判所に返還しなければならない。

有効期間内であっても，譜甲えの必要がなくなったときは,直ちにこれを当謝り所に返
還しなければならない。

返

4

棹

陸奥亜徽⑬棹

平成30年12月 1日

千葉簡易 裁判所

裁判官

5

押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって,その
電磁的記録を複写すべきものの範囲

伊治
出 請求者の宮公職氏名6 日

＆
千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信 濃被疑渚は,平日，休日を問わず,昼間は不在にしていることが多く，夜間
に在室している蓋然性が高いため

向

〆
73吟陰事実の要旨

別鰔2記瀬のとおり 多
(800 1号）

①簡裁･地裁の別，空欄に注意

②請求書ごとに受付印を押し，事件符号(簡裁「る｣，地裁｢む｣）事件番号を
記入，押印

※令状請求事件簿に，受付日，請求者の所属庁，罪名，被疑者名を言麺し、

令状織りには「差」と意識し，担当裁判官を記載

③請求者官公職氏名，押印，警察署印を確認

④全ての被疑罪名を記載 被疑事実とのそごがないかを確認

⑤氏名（漢字に注意)．年齢(犯行時14歳以上であること）を疎明資料で確認

⑥疎明資料とそごがないか確認（別紙引用の場合も同じ）

⑦7日を超える請求があるときは。期間及び事由を記載

⑧夜間執行の請求があるときは，その旨及び事由を記載

⑱契印漏れを確認
⑨被疑者の氏名．生年月日を戸籍等で確認して．正確に記載

⑩全ての被疑罪名を記載

⑪請求書どおり記載。別紙を引用する場合は，当該別紙を合綴

⑫有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑬発付年月日を記載（深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意）

⑭記名，押印，訂正印，契印の漏れがないか。

⑮請求者の官公職氏名を記載

⑯夜間鞠ﾃの請求がある場合．判断漏れ，印漏れがないかを確認

⑰令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）



11
検冒暉午可状（法218） 検証許可状（法218） 検証許可状（法218）

灘荊院請求ゞ
⑯

診悼
この令状は日の出前又は日没後でも執行することができる。裁判官

陸
奥

別 紙
検 証 許 可 状

｜
' 鯛,．,同“
甲 野 太 郎

B

被 疑 者 の 氏 名

及 ぴ 年 齢 検証すべき場所

千葉市中央区・・・・

被疑者居宅及び附属建物

被疑者に対する 売春防止法違反
について，下記のとおり検証することを許可する。 蝉筐

棹別紙記載のとおり検証すべき場所又は物

極有 効 期 間 平成30年12月8日まで

有効期間経過後は，この令状により検証に着手することができなし＄この場合には，こ
れを当裁鞘厭に返還しなければならな峰

有効期間内であっても，検証の必要がなくなったときは，直ちにこれを当裁偶厩に返還
しなければならない。

5

差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であっ
て，その電磁的記録を複写ずぺきものの範囲

管‘⑬惇
平成30年12月1日

千葉簡易 蓑畔ﾘ所

麦畔I官

日出前又は日没後に行う必要があるときは，その旨及び事由6

被疑者は，●●●の経菅者であるが，不在がち

偽夜間の#市に堂ろおそれがあるため

〆
7 犯罪事実の要旨

別銚2記蝋のとおり

澤治
請求者の官公職氏名 千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信 濃 プ

牌
(800 1号）

⑱契印漏れを確認①簡裁・地裁の別，空欄に注意

②請求書ごとに受付印を押し 事件符号（簡裁「る｣．地裁「む｣)，事件番号を

記入，押印

※令状請求事件簿に，受付日．請求者の所属庁，罪名．被疑者名，担当裁判

官を記載。令状種別への記載は不要

③請求者官公職氏名．押印，警察署印を確認

④全ての被疑罪名を記載 被疑事実とのそごがないかを確認

⑤氏名（漢字に注意)．年齢(犯行時14歳以上であること）を疎明資料で確認

⑥疎明資料とそごがないか確認

⑦7日を超える請求があるときは‘期間及び事由を記載

⑧夜間調ﾃの請求があるときは，その旨及び事由を記載

⑨被疑者の氏名．生年月日を戸籍等で確認して，正確に記載

⑩全ての被疑罪名を記載

⑪別紙を引用する場合は合綴

⑫有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑬溌付年月日を記載（深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意）

⑭記名．押印．訂正印，契印の漏れがないか。

⑮請求者の官公職氏名を記載

⑯夜間執行の請求がある場合．判断漏れ，印漏れがないかを確認

⑰令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）



《 1
鑑定処分許可状（法225） 鑑定処分許可状（法225） 鑑定処分許可状（法225）

診煙鑑定処分許可請求書
鑑定処分許可状

別 紙
年12月1日

鯛．&｡“

騨能許可する。

廃法医学

塾

甲 野 太 郎千紫而易

裁 判

被 疑 者 の 氏 名

及 び 年 齢

且
⑬ 月 2日生

解剖すべき死体

氏名不詳の男性の死体（推定年齢 当時30～40年位）

被疑者に対する 殺 人

について，次の鑑定人が下記の処分をすることを許可す-る。千

嚥 業

氏 名

千葉大学大学院医学研究院法医学

春 日 一 郎
鑑 定 人

下記檸者に 牛につき，鑑定を

嘱託された次の者が，鑑定に必要な下記処分をすることの許可を請求する。
鑑定人の臘業及び氏名

千紫大学大学院医学研究院法医学 教技 森日一郎 （45鋤

向
鑑定を嘱託した年月日

平成30年12月1日

鑑定嘱託事項

立ち入るべき場所，

検証すべき身体，

解剖すべき死体．

発掘すべき墳墓又は

破 壊 す べ き 物

仲別紙記載のとおり

棹身体の検査に関する条件
一．死因

一，創傷の部位,程度

一 凶器の種類及びその用法

犯罪事実の要旨

別欺記戴のとおり

記

1被疑者の氏名

甲 野 太 郎 昭和32年10

死
血

P有 効 期 間 平成30年12月8日まで

有効期間鐙a後は，この令状により許可された処分に着手することができない。この場
合には，これを当裁判所に返還しなければならない

月

平成30年12月1日

千葉簡易 調ﾖj所

翻§ﾘ官

2 鑑定人が立ち入るべき住居,邸宅,建造物若しくは船舶，検査ﾅｰﾐき身体
角轄肘-べき死体 発掘すべき墳墓又は破壊すべき物

氏名不詳の男性の死体

“蓉鯵豊崎．｡~40… 伸

軒伝太

(800 1号､~r-r------

請求者の官公職氏名3 千葉地方検察庁

検察官 検事 白 山 太

牌
⑨被疑者の氏名．生年月日を戸籍等で確認して，正確に記載

⑩全ての被疑罪名を記載

⑪鑑定人の職業，氏名の記載漏れがないか確認

⑫別紙を引用した場合．合綴

⑬塒になければ空柵のままで可（斜線で抹消も可）

⑭有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑮発付年月日を記載。深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意

⑯記名，押印，訂正印，契印の漏れがないか。

⑰請求者の官公職氏名を記載

⑱令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）

①簡裁・地裁の別，空欄に注意

②請求書ごとに受付印を押し，事件符号(簡裁「る｣．地裁｢む｣)．事件番号を

記入，押印

※令状請求事件簿に，受付日，請求者の所属庁，罪名．被疑者名．担当裁判

官を記載。令状種別の言鐵は不要

醗青求者官公職氏名，押印，庁印があるか確認

④全ての被疑罪名を記載 被疑事実とのそごがないかを確認

⑤鑑定人の職業及び氏名，嘱託年月日．嘱託事項の記載漏れがないか確認

⑥氏名（漢字に注意)，年齢(犯行時14歳以上であること）を疎明資料で確認

⑦鑑定対象物が特定されているか確認

⑧7日を超える請求があるときは，期間及び事由を記載

⑲契印漏れを確認



（（
捜索差押許可状（強制採尿） 捜索差押許可状（強制採尿）

捜 索

捜索差押許可状
12月 1 日

棚0”,圖生
甲 野 太 郎千燕簡易 裁

裁 判

被 疑 者 の 氏 名

及 び 年 齢

墨守ムノロ
鱒'＝

被疑者に対する 覚せい剤取締法違反

について，下記のとおり捜索及び差押えをすることを許可する。蝉千

極
捜索すべき場所，

身 体 又 は 物
被疑者の身体

下記被疑者に対す

捜索，差押 許可侭，差押 許可状の発付を謂求する。

、記

続被疑者の氏名 甲 野 太 郎

包與且
昭和32年

差し押さえるべき物

被疑老の尿 4

値被疑者の尿差し押さえるべき物

１
２

1 強制採尿は，医師をして医学的に相当と認められる方法に

より行わせること。

や2 強制採尿のために必要があるときは，被疑者を

千葉市中央区中央1－1 ●●病院

又は採尿に適する最寄りの場所まで連行することができる｡

捜索差押えに関する

条件 ■
千鶏也錘家庭

裁判所

30．12． 1

(る）第8001号

6

捜索し又は検証すべき場所,身体若しくI

被疑者の身体

3 物

仰有 効 期 間 平成30年12月8日まで

47日を超える有効期間を必要とするときは，その期間皮 印
有効期間経過後は，この令状により捜索又は差押えに藩手することができない．この場

合には，これを当鎚則厩に返還しなければならない。

有効期間内であっても，捜索又は差押えの必要がなくなったときは,直ちにこれを当裁
判所に返還しなければならない。

5 刑事訴訟法第218条第2項の規定による差押えをする必要があるときは，
差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であっ

曇忌悼平成30年12月

千葉簡易

咽棹裁判官 陸 奥 亜

て，

6 日出前又は日没後に行う必要があるときは，その旨及び事由

傷
千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信 濃

請求者の宮公職氏名
7

別鍛記戴のとおり

(800 1号）

⑧被疑者の氏名 生年月日を戸籍等で確認して．正確に記載

⑨全ての被疑罪名を記載

⑩被疑者の身体と記載 ⑪被疑者の尿と記載

⑫条件欄の記載漏れがないか（病院の所在地 名称)。

⑬有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑭発付年月日を記載（深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意）

⑮記名，押印，訂正印．契印の漏れがないか。

⑯請求者の官公職氏名を記載

⑰令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）

①簡裁・地裁の別，空欄に注意

②受付印を押し，事件符号（簡裁「る｣，地裁「む｣)．事件番号を記入，押印

※令状請求事件簿に，受付日，請求者の所属庁，罪名．被疑者名を記載し，

令状種別には「捜差」と記載し、担当裁判官を記載

③請求者官公職氏名，押印，警察署印を確認

④全ての被疑罪名を記載 被疑事実とのそごがないか確認

⑤氏名（漢字に注意)，年齢（犯行時14歳以上であること）を疎明資料で確認

⑥被疑者の尿，被疑者の身体となっているか確認

⑦7日を超える請求があるときは,期間及び事由を記載



（
鑑定処分許可状（採血）一身体検査令状とセットで

《
鑑定処分許可状（採血）

鑑定処分許可請求書
鑑定処分許可状

30 年 12月 1 日

幌,0”，日“
甲 野 太 郎

’
千燕簡易 裁

裁 判

被 疑 者 の 氏 名

及 び 年 齢

⑬
且

ム
ロ

も
『
〃
Ｕ

渡 鴛旦
被疑者に対する 猶践委彌洪撞痘

について，次の鑑定人が下記の処分をすることを許可する。千

千葉大学医学部附属病院 医師

千 葉 二 郎

千葉県警察科学捜査研究所 技術職員

関 内 三 郎

職 業

氏 名

鑑 定 人

､
下記被疑者に対 疑事件につき，鑑定を

嘱託された次の者が．鑑定に必要な下記処分をすることの許可を請求する。

鑑定人の職業及び氏名

千燕大学医学部附属病院 医師 千紫二郎 （40歳）

千紫峡等察科学捜査研究所 技術聴員 閲内三郎（35歳）

立ち入るべき場所，

検証すべき身体，

解剖すべき死体．

発掘すべき墳墓又は

破 壊 す べ き 物

アルコール濃度検査をするのに必要な血液（ただし．4ミリ

リットルを超えない範囲）を被疑者の身体から採取すること

鑑定を嘱託した年月日

平成30年12月 1日

鑑定嘱託事項

被疑老の本件犯行当時の酩訂状態，

の有無及び程度

犯罪事実の要旨 ・

別錐記載のとおり

記

1 被疑者の氏名

甲 野 太 郎 昭和32年

ウ
II

身体の検壷に関する条件 採血は医師をして医学的に相当と認められる方法

により行わせること貴

伊有 効 期 間 平成30年12月8日まで

有効期間経過後は，この令状により許可された処分に着手することができない。この
場合には，これを当裁判所に返還しなければならない。

~…す豪天”“和32隼'｡”，日生(‘ｪ剣圃’
2 鑑定人が立ち入るべき住居，邸宅，建造物若しくは船舶，検査すべき身体
解剖すべき死体 発掘すべき墳墓又は破壊すべき物

“凝議呼野太輔のｱﾙｺｰﾙ藻庚綾雲を…に鍵婆“ぐ｡’同人の血液

平成30年↑2月↑･但
悼

千葉簡易 裁判所

‘⑬裁判官 陸 奥 亜

7日を超える有効期間を必要とするときは，その期間及び事由9

鰯し
請求者の官公職氏宅 千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信 濃

量他(800 1

⑨被疑者の氏名．生年月日を戸籍等で確認して，正確に記載

⑩全ての被疑罪名を記載

⑪鑑定人の職業，氏名の記載漏れがないか確認

⑫血液量を記載するのが一般的｡．

⑬「採血は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせること」と記載

⑭有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑮発付年月日を記載。深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意

⑯記名，押印 訂正印，契印の漏れがないか。

⑰請求者の官公職氏名を記載

⑱令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）

①簡裁・地裁の別 空欄に注意

②受付印を押し．事件符号（簡裁「る｣，地裁「む｣)，事件番号を記入，押印

※令状請求事件簿に，受付日 請求者の所属庁，罪名 被疑者名．担当裁判官

を記載。令状種別の記載は不要

③請求者官公職氏名，押印，警察署印があるか確認

④全ての被疑罪名を記載 被疑事実とのそごがないかを確認

⑤鑑定人の職業及び氏名，嘱託年月日．嘱託事項の記載漏れがないか確認

⑥氏名（漢字に注意)､年齢（犯行時14歳以上であること）を疎明資料で確認

⑦鑑定対象物が特定されているか確認

⑧7日を超える請求があるときは．期間及び事由を記載



（
身体検査令状（採血）一鑑定処分許可状とセットで

（
身体検査令状（採血）

身体検査令状請求書
身体検査令状

0年12月 1日

幌"月‘圓生
甲 野 太 郎千紫簡易

裁

裁 披 疑 者 の 氏 名

及 ぴ 年 齢判

誤
｜

対すざ

被疑者に対する 道路交通法違反
について，下記の者の身体の検査を許可する。

擬事件
中央 警察署

司法警察

南印 鎮護 P採血に必要な被疑者の身体検査すべき身体
F記被疑者に

毎件につゞ下記の者に錨る誠験査令状の蕊付を鏑瀬する。角記

1 被疑者の氏名

甲野太郎，醗側32年10月2日生(61"
2 身体検査を受ける者

氏 名 甲 野 太 郎

年 齢 昭和32年10月2 日生（61歳） 性別
職 業 会社役風

塵
住 居 検浜市港南 －2

猫健康状態 健 康

3 身体検査を必要とする理由

捜査報告者記蝋のとおり．採血拒否の拳に

偽4 検査ずべき身体の部位

採血に錐要な被疑岩甲野太叩の身体

採血は医師をして医学的に相当と認められる

海より行わせること

身 体 の．検 査

に 関 す る 条 件
5

身体の検査を受ける者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは，10万円以下の
過料又は10万円以下の罰金若しくは拘罰に処せられ，あるいは罰金と拘翻を0隅される

ことがある。 4

の
る

言有 効 期 間’肩 平成30年12月8日まで

有効期間総圖後は，この令状により身体の検査をすることができない。この場合には,、
これを当裁判所に返還しなければならない。

有効期間内であっても，身体の検査の必要がなくなったときは，直ちにこれを当栽判所
に返還しなければならなし％

千葉地雫庭
裁判所

30 12， 1

(る）第8001手

1所

印

平繊30年12月'。P
千葉簡易表畔ﾘ所

裁判ゞ陸奥亜姻悼
5

聾千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信 濃

請求者の官公職氏名

④④

6 日出前又は日没後に行う必要があるときは，その旨及び事由
(800 1号）

7

別欽記戴のとおり

⑪被疑者の氏名 生年月日を戸籍等で確認して．正確に記載

⑫全ての被疑罪名を記載

⑬「採血に必要な被疑者の身体」と記載

⑭「採血は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせること」と記載

⑮有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑯発付年月日を記載。深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意

⑰記名．押印，訂正印，契印の漏れがないか。

⑱請求者の官公職氏名を記載

⑲令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）

①簡裁・地裁の別 空欄に注意

匪青求書ごとに受付印を押し，事件符号（簡裁「る｣，地裁「む｣)，事件番号を記入，押印

※令状請求事件簿に，受付日．請求者の所属庁，罪名，被疑者名．担当裁判官を記載。

令状錘l1の記載は不要

③請求者官公職氏名．押印，警察署印を確認

④全ての被疑罪名を記載 被疑事実とのそごがないかを確認

⑤氏名（漢字に注意)．年齢（犯行時14歳以上であること)，職業，住居を疎明資料で確認
α生別を記載

⑦健康状態を記載

⑧記載漏れないか確認。

⑨7日を超える請求があるときは,期間及び事由を記載

⑪液間執行の欄は「なし」又は斜線で抹消



《（
鑑定処分許可状（頭髪採取）一身体検査令状とセットで 鑑定処分許可状（頭髪採取）

鑑定処分許可請求書
鑑定処分許可状

月 1 日

無,’’@．生
甲 野 太 郎千紫簡易

裁 判

被 疑 者 の 氏 名

及 び 年 齢

裁

被疑者に対する 覚せい剤取締法違反

について，次の鑑定人が下記の処分をすることを許可する
疑事件

千

千葉大学医学部附属病院 医師 、 竜

千 葉 二 郎

向千葉県警察科学捜査研究所 技術職員
関 内 三 郎

職 業

氏 名

鑑 定 人

下記被疑者に対 き 鑑定を

嘱託された次の者が，鑑定に必要な下記処分をすることの許可を請求する。

鑑定人の職業及び氏名

千紫大学医学部附属病院医師千蕊二郎(40歳）

千紫隈馨察科学技査研究所 技術職岡 間内三郎（35歳）

立ち入るべき場所．

検証すべき身体．

解剖すべき死体．

発掘すべき墳墓又は

破 壊 す べ き 物

I覚せい剤含有の有無を検査するのに必要な毛髪（

だし.50本を超えない範囲）を被疑者の身体か

採取すること
鑑定を嘱託した年月日

平成30年12月 1日

鑑定嘱託事項

被疑者から採取した頭髪につき下記の鑑定

（1）篭せい剤令有の有無，あればその名称

（2）参考事項
犯罪事実の要旨

別誠記蝋のとおり

記

1 被疑者の氏名

甲 野 太 郎 昭和32年10月 2

毛髪の採取は．毛根から抜去することなく、頭皮の

切断する方法によること 。身'体の検査に関する条件

煙有 効 期 間 平成30年12月8日まで

有効期間経過後は，この令状により許可された処分に着手することができない。この

場合には，これを当裁判所に返還しなければならない。

上 【凝宛こ〆画v一一Vイユ

。”＊'‘“源'32隼1..,.生(‘』識く。’
2 鑑定人が立ち入るべき住居，邸宅，建造物若しくは船舶，検査すべき身体
解剖すべき死体 発掘すべき墳墓又は破壊すべき物

箪欝雷さ叩の党せ刷今有の有無を横査するのに錘要b,
裳同人の頭髪 可八 〃

平成3,隼'2‘'・但

辮帽陸奥亜趨棹
千葉簡易 裁判所

請求者の官公職氏名 千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信
由3

濃 洽 彦

(800 1号腰'ｰ耐I

⑨被疑者の氏名．生年月日を戸籍等で確認して．正確に記載

⑩全ての被疑罪名を記載 ⑪鑑定人の職業，氏名の記載漏れがないか確認

⑫毛髪の本数を記載するのが一般的

⑬「毛髪の採取は，毛根から抜去することなく、頭皮の近くから切断する

方法によること」と記載

⑭有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑮発付年月日を記載。深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意

⑯記名，押印．訂正印，契印の漏れがないか。

⑰請求者の官公職氏名を記載

⑱令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）

①簡裁・地裁の別，空欄に注意

②請求書ごとに受付印を押し，事件符号（簡裁「る｣．地裁「む｣)，事件番号を記入，押印

※令状請求事件簿に，受付日，請求者の所属庁，罪名．被疑者名．担当裁判官を記載。

令状種別の記載は不要

③請求者官公職氏名，押印，警察署印があるか確認

④全ての被疑罪名を記載，被疑事実とのそごがないかを確認

⑤鑑定人の職業及び氏名．嘱託年月日 嘱託事項の記載漏れがないか確認

⑥氏名（漢字に注意)，年齢（犯行時14歳以上であること）を疎明資料で確認

⑦鑑定対象物が特定されているか確認

⑧7日を超える請求があるときは，期間及び事由を記載



（《
身体検査令状（頭髪採取）一鑑定処分許可状とセットで 身体検査令状（頭髪採取）

身体検査令状請求書
身体検査令状

0年12月 1日

柳‘,月,目ゞ
甲 野 太 郎千稜簡易 裁判所

裁 判 官

被 疑 者 の 氏 名

及 び 年 齢ー

愚警部信 濃 治

被疑者に対する 覚せい剤取締法違反

について，下記の者の身体の検査を許可する。

事件
千葉 ｷ'央 警察署

司法警察

露舞、 ，.．‐

⑫警部 信

剤取締法違反
毛髪採取に必要な被疑者の身体検査す-べき身体

下記被疑者に対する

鴛緋につゞ下記の者に対する身体検査令状の発付を讃求する｡､記

1 被疑者の氏名

平”太,‘”和32雫,｡月，｡生(｡i"P
2 身体検査を受ける者

氏 名 甲 野 太 郎

年 齢 昭和32年10月2日生（

職 業 会社役員

住 居 千紫市中央 －1

猫健康状態 健 康

3 身体検査を必要とする理由

捜査報告毒記或のとおり，頭髪採取拒否の拳に出 ろため

篭'4 検査すべき身体の部位
頭髪採取に錘要な被疑渚甲野太郎の身体

毛髪の採取は，毛根から抜去することなく、頭皮の近くか

ら切断する方法によること

や
身 体 の 検 査

に 関 す る 条 件

日

幸

一

身体の検査を受ける者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは，10万円以下の

過料又は10万円以下の嗣金若しくは拘留に処せられ，あるいは罰金と拘留を併科される
ことがある。 A

下の

れる

有 効 期 間 平成30年12月8日まで（

子蕊愈慰家庭、
裁判所

(:f露淵号師

有効期間経過後は，この令状により身体の検査をすることができな”この場合には，
これを当裁判所に返還しなければならなしも

有効期間内であっても，身体の検査の必要がなくなったときは，直ちにこれを当裁判所

に返還しなければならな↓ら

は,

判所P
印

…雫'2"'･伊
千葉簡易 裁判所

謡ﾄﾘ官 陸 奥 亜緬但
5

鱒千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信 濃

請求者の宮公職氏名

99

6 日出前又は日没後に行う必要があるときは，その旨及び事由
(800 1号)d－⑲II

7

別鰍認菰のとおり

⑪被疑者の氏名 生年月日を戸籍等で確認して．正確に記載

⑫全ての被疑罪名を記載

⑬「毛髪採取に必要な被疑者の身体」と記載

⑭｢毛髪の採取は，毛根から抜去することなく，頭皮の近くから切断する

方法によること」と記載

⑮有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑯発付年月日を記載。深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意

⑰記名，押印，訂正印，契印の漏れがないか。

⑯鯖求者の官公職氏名を記載

⑲令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）

①簡裁・地裁の別，空欄に注意

②請求書ごとに受付印を押し 事件符号（簡裁「る｣，地裁「む｣)，事件番号を記入，押印

※令状請求事件簿に，受付日．請求者の所属庁，罪名，被疑者名，担当裁判官を記載。

令状種別の記載は不要

③請求者官公職氏名．押印，警察署印があるか確認

④全ての被疑罪名を記載 被疑事実とのそごがないかを確認

⑤氏名（漢字に注意)．年齢（犯行時14歳以上であること)．住居，職業を疎明資料で確認

⑥性別を記載

⑦健康状態を記載

⑧記載漏れないか確認。

⑨7日を超える請求があるときは，期間及び事由を記載

⑩夜間執行の欄は「なし」又は斜線で抹消



《1
記録命令付差押許可状（法218 1) 記録命令付差押許可状（法2181) 記録命令付差押許可状（法218 1)

罰佃
■

画P
別 紙

′記録させ又は印刷させるべき電磁的記録

平成30年11月1日から同月6日までの間にメールアドレヌ

「abcde@fgh. ne. jp｣によって送受信された電子メールの通信履歴(送受信のE
時，趨言元・送信先のメールアドレス)．メール本文及び添付ファイル

この令状は日の出前又は日没後でも執行することができる。裁判官
記録命令付差押許可状請求書

－

記録命令付差押許可状平成3 0年12月 1日

千紫簡易
裁

l所 1

鞭0",日塗
甲 野 太 郎判 被 疑 者 の 氏 名

及 び 年 齢

千蕊 中央 警察署

司法警察
…印

被疑者に対する 覚せい剤取締法違反，大麻取締法違反 被疑事件
について，下記のとおり記録命令付差押えをすることを許可する。ゴ息馨淵‘信濃 治

竺庵
鰯鯛熱繍灘琴漣議鴛噸緋につゞ記録命令付差脚輔呵状の発付を請求する。

‘織疑箸．“・聯,難驚幌鍵《6 ･1")
2 記録させ又は同捌させるべき電磁的記録

龍懸黙裟職:藻継'謹薑篤鴎蝋甥獅
先のメールアドレス)，メーノ1舜或及び漏寸ファイル

，鵜鴛騨篭墓鋤伸
4 7日を超える有効期間を必要とするときは，その期間及び事由

煙記録させ又は印刷さ

せるべき電磁的記録

別紙記載のとおり

電磁的記録を記録させ又は印刷させるべき者

東京都新宿区○○丁目△一口 新宿ビルディング
株式会社○○通信デーータセンター センター長 京京五難恒電磁的記録を記録さ

せ又は印刷させるべ

き者 恒別紙記載のとおり

佃有 効 期 間 平成30年12月8日まで

有効期間経過後は，この令状により記録命令付差押えに着手することができなし％この
場合には，これを当識悩厩に返還しなければならなし＄

有効期間内であっても，記録命令付差押えの必要がなくなったときは.直ちにこれを当
辨陶厨に返還しなければならない

棹

陸奥亜細悼

平成30年12月1日

千葉簡易 裁判所

裁判官

5 日出前又は日没後に行う必要があるときは，その旨及び事由

上寵弄…-.鐇擢'……えの識瀞を行う""御

標治
6 犯罪事実の要旨

別欽記戴のとおり

認惣懸家庭
裁判所

30 12 1

(る）第8001号

請求者の官公職氏名 千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信 濃

〆
プ

脾
印

(8001号）

①簡裁・地裁の別，空欄に注意

②請求書ごとに受付印を押し．事件符号(簡裁「る｣，地裁｢む｣)，事件番号を

記入，押印

※令状請求事件簿に，受付日，請求者の所属庁，罪名 被疑者名を記載し、

令状種別には「記差」と記載し，担当裁判官を記載

醗青求者官公職氏名．押印，警察署印を確認

④全ての被疑罪名を記載 被疑事実とのそごがないかを確認

⑤氏名（漢字に注意)．年齢（犯行時14歳以上であること）を疎明資料で確認

⑥疎明資料とそごがないか確認（別紙引用の場合も同じ）

⑦7日を超える請求があるときは，期間及び事由を記載

⑧夜間執行の請求があるときは，その旨及び事由を記載

⑱契印漏れを確認
⑨被疑者の氏名，生年月日を戸籍等で確認して．正確に記載

⑩全ての被疑罪名を記載

⑪請求書どおり記載。別紙を引用する場合は，当該別紙を合綴

⑫有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑬発付年月日を記載（深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意）

⑭記名，押印，訂正印，契印の漏れがないか。

睡青求者の官公職氏名を記載

⑯夜間執行の請求がある場合，判断漏れ，印漏れがないかを確認

⑰令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）



（ （
ﾘﾓｰﾄｱｸｾｽによる複写の処分（差押許可状（法218Ⅱ)）ﾘﾓｰﾄｱｸｾｽによる複写の処分（差押許可状（法218Ⅱ)） ﾘﾓｰﾄｱｸｾｽによる複写の処分（差押許可状（法218Ⅱ)）

蜜'許可状請求書 霞岬 勤棲
この令状は日の出前又は日没後でも執行することができる。裁判官

別 紙
差押許可状

｜
I 鯛,〃,日“
甲 野 太 郎

8

被 疑 者 の 氏 名

及 び 年 齢 差し押さえるべき物

被疑者の所有又は管理するパーソナルコンピュータ被疑者に売吋-る 覚せい剤取締法違反，大麻取締法違反 被疑事件
について，下記のとおり差押えをすることを許可する。 ‐曇ヅ

庵下
差

■
差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体で

あって．その電磁的記録を複写すべきものの範囲

Webメールサービスのサーバーの記録領域であって，被疑者の

アカウントによりアクセス可能な記録領域

差し押さえるべき物 別紙記載のとおり

剖

差し押さえるべき稲

子計算機に電気通信

回線で接続している

記録媒体であって,そ

の電磁的記録を複写

すべきものの範囲

１
２ 恒別紙記載のとおり

3

伊有 効 期 間 平成30年12月8日まで

有効期間経過後は，この令状により差押えに着手することができない この場合には，

これを当猫料厩に返還しなければならない。

有効期間内であっても，差押えの必要がなくなったときは,直ちにこれを当裁判所に返
還しなければならない。

4

5

押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって,その
電磁的記録を複写すべきものの範囲

Webメールサービスのサーバーの記録領域であって， ウント

漣によりアクセス可能な記録領域

可

6日出前又は日没後に行う必要があるときは，その旨及ひ国事由
核疑考は，平日，休日を問わず， ていることが多く，夜間

“噛に在室している蓋然性が高いため

〆73暇麗嘆の要旨

別鮠記戴のとおり

平成30年12月 1日

千葉簡易 裁判所

去畔ll官

扉
請求者の官公職氏名 千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信 濃 治

基(800 1号）

①簡裁・地裁の別 空欄に注意

②請求書ごとに受付印を押し．事件符号(簡裁「る｣，地裁「む｣)，事件番号を

記入，押印

※令状請求事件簿に．受付日．請求者の所属庁，罪名．被疑者名を記載し，

令状種別には「差」と記載し，担当裁判官を記載し，備考欄に「ﾘﾓﾄ」と記載

③請求者官公職氏名，押印，警察署印を確認

④全ての被疑罪名を記載 被疑事実とのそごがないかを確認

⑤氏名（漢字に注意)．年齢（犯行時14歳以上であること）を疎明資料で確認

⑥疎明資料とそごがないか確認（別紙引用の場合も同じ）

⑦7日を超える請求があるときは，期間及び事由を記載

⑧夜間執行の請求があるときは，その旨及び事由を記載

⑱契印漏れを確認

⑨被疑者の氏名 生年月日を戸籍等で確認して，正確に記載

⑩全ての被疑罪名を記載

⑪請求書どおり記載。別紙を引用する場合は，当該別紙を合綴

⑫有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑬発付年月日を記載（深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意）

⑭記名．押印，訂正印，契印の漏れがないか。

⑮請求者の官公職氏名を記載

⑯夜間執行の請求がある場合，判断漏れ，印漏れがないかを確認

⑰令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）



（

ｒ
Ｌ

ﾘﾓｰﾄｱｸｾｽによる複写の処分（捜索差押許可状（法218Ⅱ)） ﾘﾓｰﾄｱｸｾｽによる複写の処分（捜索差押許可状（法218Ⅱ)） ﾘﾓｰﾄｱｸｾｽによる複写の処分（捜索差押許可状（法218Ⅱ)）

|この令状'…煎又は圖麓後でも執行することがで蕾愚｡裁判官面押 罰佃
捜 索

画伸
この令状は日の出前又は日没後でも執行することができる。裁判官

許可状請求書

崔郵慥瀞 別 紙
捜索差押許可状0年12月 1日3

千紫簡易
裁 半I

裁判所

l富一

塾
ム
ロ

マ
、
〃
召

網0",｡“
甲 野 太 郎

H

被 疑 者 の 氏 名

及 び 年 齢 捜索すべき場所

横浜市青葉区○○町O△丁目○番地コーポ101被疑者方居宅千蕊 中央 警察署

司法警察

璽痴印

被疑者に対する

鍵について，下記のと

捜索すﾝくき場所，

身体又は物

ヨ警部信 濃
捜索すべき場所

身体又は物

1

2

3

4

差し押さえるべき物

被疑者の所有又は管理するパーソナルコンピュータ
差し押さえるべき物 煙

棹別紙記載のとおり

差し押さえるべき翻子計擁

樋に愈気通侭回線で接続し

ている記録媒体であってbそ

の勉磁的記録を描写すべき

ものの範囲

差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体で

あって．その電磁的記録を複写すべきものの範囲

Webメールサービスのサーバーの記録領域であって，被疑者の

アカウントによりアクセス可能な記録領域

別紙記載のとおり6

千蕊也遮凍庭
裁判所

30．12－ 1

(る）第8001号

恒有 効 期 間 平成30年12月8日まで印印

Ｉ

有効期間経過後は，この令状により捜索又は差押えに着手することができなしもこの場
合には，これを当裁判所に返還しなければならないb

有効期間内であっても，捜索又は差押えの必要がなくなったときは●直ちにこれを当裁
半I厩に返還しなければならなし％

5 し

押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって，その
電磁的記録を複写ずべきものの範囲

Webメールサービスのサーバーの記録領域であって， ウント

学"ｱ”によりアクセス可能な記録領域

河

6日出前又は日没後に行う必要があるときは，その旨及び事由
被疑考は，平日，休日を問わず､昼間は不在にしていることが多く，夜間に
在室している蓋然性が高いため

偽

〆
7ガ藤事実の要旨

別銚記栽のとおり

伊

陸奥亜綱悼

平成30年12月 1日

千葉簡易 裁判所

凌畔U官

鐸'
請求者の官公職氏名 千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信 濃 治

牌(800 1号）

①簡裁・地裁の別，空欄に注意

②請求書ごとに受付印を押し，事件符号(簡裁「る｣，地裁｢む｣)，事件番号を
記入，押印

※令状請求事件簿に受付日，請求者の所属庁，罪名．被疑者名を記載し，令

状種別には腱差」と記載し，担当裁判官を記載し，備考欄に「ﾘﾓﾄ」と記載

③請求者官公職氏名 押印，警察署印を確認

④全ての被疑罪名を記載,被疑事実とのそごがないかを礒忍

⑤氏名（漢字に注意)．年齢(犯行時14歳以上であること）を疎明資料で確認

⑥疎明資料とそごがないか確認（別紙引用の場合も同じ）

⑦7日を超える請求があるときは，期間及び事由を記載

⑧夜間執行の請求があるときは，その旨及び事由を記載

⑱契印漏れを確認

⑨被疑者の氏名，生年月日を戸籍等で確認して．正確に記載

⑩全ての被疑罪名を記載

⑪請求書どおり記載。別紙を引用する場合は，当該別紙を合綴

⑫有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑬発付年月日を記載（深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意）

⑭記名．押印，訂正印，契印の漏れがないか。 ⑮請求者の官公職氏名を記載

⑯夜間執行の請求がある場合．判断漏れ，印漏れがないかを確認

⑰令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成3.0年12月1日から）



《 《
捜索差押許可状（関税法121） 捜索差押許可状（関税法121） 一 捜索差押許可状（関税法121）

この令状は日の出前又は日没後でも執行することができる｡裁判首闇捜 索

診悼
捜索差押許可状30年12月 1日

千紫地方 識'1所

裁 判 官

且眼※

別 紙

P甲 野 太 郎

昭和32年10月2日生

犯則嫌疑者の氏名

及 び 年 齢

怯人にごいては銅〉
求京税関成田 税関支署

税関職員財務事務官 信
捜索すべき場所

千葉県大網白里市○○○△丁目○番地●●

▲▲▲▲方居宅仲
犯則嫌疑者に対する 関税法違反 犯則"件

について，下記のとおり捜索及び差押えをすることを許可する。下緬Q則嫌疑者に対する関税法遠反 犯則事件につき，捜索差押 許可状の発
付を諮求する。

記 P
捜索すべき身体，

物件又は場所

差し押さえるべき物件

本件ｶ殴り事実に関係あると認められる

(1)輸出入関係書類，郵便物・宅配便発送酉逓関係書類，国際通話関係書

類，国際通話カード，国内通話関係書類，送金関係番類，旅行申込書類，
旅行申込書類，旅行計画書類，旅行代金支払領収書，貨物ﾀ蝶

（以下略）

別紙載のとおり

13眼I嫌疑者の氏名（法人

氏名 甲 野
生年月日 昭和32

23眼I事実の要旨

別銚1記栽のとおり
3 捜索すぺき身体物件若

別欽2記瀬のとおり

4 差し押さえるべき物件

別欽2記顛のとおり
5 関税法第121条第2項の

については、名

太 郎
年10月 2

棹別紙記載のとおり差し押さえるべき物件

P有 効 期 間 平成30年12月8日まで

えをする必要があるときは、差し押さ

えるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁
的記録を複写すべきものの範囲

有効期間経過後は，この令状により捜索又は差押えに落手することができなし＄この場
合には，これを当裁鞘厭に返還しなければならな↓＄

葡諏irソヒあっても．捜索又は差押えの必要がなくなったときは,直ちにこれを当裁
唄厩に返還しなければならないb

4 7

P

曜奥亜ﾎ⑬P
平成30年12月1日

千葉地方 裁判所

素群I官

5 日出前又は日没後に行う必要があるときは，その旨及〔ﾉ域由
本件捜嶺差押えは，クリーン・ゴントロールド・デリ

撰辮
本件櫛勅の受取人及び間係考を特定した上で実施したい
若手が日の出前又は日没後に鞍ろことも め

馨畠きぎ可を請求する。 請求者の官職氏名 東京税関成田税関支署

税関職員 財務事務官 信 プ－

①簡裁・地裁の別，空欄に注意

※請求者の所属官署の所在地を管轄する地裁又は簡裁に請求され，当該簡裁

の管轄区域内に請求者の所属官署がない場合には当該簡裁では処理ができな

いことに注意（関税法121条1項）

（例：東京税関成田税関支署からの請求については千葉簡裁に管轄がない。

→ 千葉本庁においては千葉地裁で処理することになる｡）

②請求書ごとに受付印を押し．事件符号(簡裁「る｣，地裁「む｣)．事件番号を
記入，押印

※令状請求事件簿に．受付日．請求者の所属庁，犯則罪名．犯則嫌疑者名を

記載し、令状種別には「捜差」と記載し，担当裁判官を記載

③請求者官職氏名．押印を確認

④全ての犯則罪名を記載 犯則事実とのそごがないかを確認

⑤氏名（漢字に注意)，年齢(行為時14歳以上であること）を疎明資料で確認

⑥疎明資料とそごがないか確認（別紙引用の場合も同じ）

⑦7日を超える請求があるときは，期間及び事由を記載

⑧夜間執行の請求があるときは，その旨及び事由を記載

源
(800 1号）

⑱契印漏れを確認。⑨犯則嫌疑者の氏名．生年月日を戸籍等で確認して．正確に記載

⑩全ての犯則罪名を記載

⑪請求書どおり記載。別紙を引用する場合は，当該別紙を合綴

⑫有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑬発付年月日を記載（深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意）

⑭記名．押印，訂正印，契印の漏れがないか。

⑮請求者の官職氏名を言鐡

⑯夜間執行の請求がある場合．判断漏れ．印漏れがないかを確認

⑰令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）



’ 臨検捜索差押許可状チェックシート
1 請求書受付のチェックポイント
（1） あて先が簡裁，地裁であっている力確認（担当裁判官に○が付いていれば地裁処理となる｡)。
なお，請求者が東京税関成田税関支署の場合千葉簡裁に管轄はないので，常に千葉地裁があて先
となる。

(2) 請求書原本に受付印を押し，事件符号（簡裁→る，地裁→む）及び令状請求事件簿の事件番号
を記入して認印する。

(3)令状請求事件簿の捜索差押インデックスの分類の受付日，請求者の所属庁，罪名，犯則嫌疑者
名（被疑者名欄）を記載し，令状種別には「臨検捜差」と記載し，担当裁判官を記載する。

(4)令状審査票（臨検捜索差押一関税法犯則事件）の審査事項に従って，請求書を審査する。
r－－－－q■■一一一一一一!＝一一一一一一一一一一ー一一ーーー‘■■一一一一一一ーー一一・■・一一一ー■■b一一■■D一一一一一一！■■＝ー

Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
１
１
１
１
１
１
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ

2 令状作成のチェックポイント
① 臨検捜索差押許可状の用紙を使
い，添付資料を確認しながら誤記
のないよう犯則嫌疑者の氏名及び
生年月日を記載する。

② 罪名を記入する。差し押さえる
べき物の特定に関し,｢本件に関係
する物件」とした場合は，罰条の
記載について，裁判官の指示を受
ける。

③④ 「臨検すべき物件又は場所，
捜索すべき身体，物件又は場所｣，
「差し押えるべき物件」を記載す
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‐“唖風
■

複数ある場合は，「別紙2」「別紙
3」等と特定して記載する。

⑤ 有効期間（原則として発付から
7日（初日不算入)）を記入する。

⑥ 発付年月日を記入する（午前0
時の日付変更に注意する｡）

⑦ 請求者が東京税関成田税関支署
の場合,発付裁判官の所属は千葉

この位置に「17－2記載例」力壊示されたもの力！

’ 露付けてあります。

地方裁判所であることを確認する。

⑧ 担当裁判官のゴム印を押すb
⑨ 請求者の官職氏名欄は，請求書
の公職 官職 氏名の順に記載す
る。

⑩ 請求書の「日出前又は日没後に
＝

行う必要があるときは．その旨及

び事由」欄に夜間執行必要性の記

載がある場合は，臨検捜索差押許
可状の上部に夜間執行ができる旨
を記載したゴム印を押す。
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⑪ 臨検捜索差押許可状右下欄外に令状請求事件簿の事件番号を記載する（年度，事件符号の記載不
要)。

⑫ 臨検捜索差押許可状と別紙を左側2か所ホチキスで留めて，請求書及び一件記録とともに裁判官
に提出する。

3 令状発付のチェックポイント
(1)令状審査票の交付前審査欄を使用し，許可された臨検捜索差押許可状に裁判官の押印，契印及
び訂正印の漏れがないか確認する。

(2)令状作成者でない者がダブルチェックを行う。
(3)臨検捜索差押許可状，請求書及び一件記録を請求者に渡し，令状請求事件簿の受領印棡に受領
印を受ける。

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）



④この令状は日の出前又は日没後でも執行することができる

⑩
’

臨検捜索差押許可状
G

犯則嫌疑者の氏名及び年齢
（法人については，名称） 石川五右衛門

昭和●●年●●月●●日生
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Ｆ
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１
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ー
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１
ｈ

犯則嫌疑者に対する 覚せい剤取締法違反，関税法違反
について，下記のとおり臨検，捜索及び差押えをすることを許可する。

件

一

､■ご』

千葉市中央区中央●丁目●番●号
犯則嫌疑者●●●●方居宅及び附属建臨検すべき物件又

は場所，捜索すべき
身体，物件又は場所

lI
ll I

別紙 のとおり

本件違反事実に関係すると思料される覚せい剤
その他一切の文書及び物件 ｔ

ｌ
ｌ

Ｆ
１

差し押さえるべき物件

照 おり

平成 30 年 12 月 14 日まで有 効 期 間
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有効期間経過後は，この令状により臨検，捜索又は差押えに着手することができない。
この場合には，これを当裁判所に返還しなければならない。
有効期間内であっても，臨検，捜索又は差押えの必要がなくなったときは，直ちにこれ
を当裁判所に返還しなければならない。

ー

30 年 12 月 7 日

葉地方裁判所

千 葉 太 郎 ⑳裁 判 官

平 成

旬 伊

■

東京税関成田税関支署
財務事務官

請求者の官職氏名
佐 倉 次 郎

kO ﾛ

ー

’ ⑪ (第 号）800 1

I

侭



公訴時効期間の改正一覧表(刑訴法250条）

公訴時効期間の改正経緯
H22｡4.27の法改正後
の具体的な罪の例

平
16．12．8

改正

昭
23.7.10

改正

同条 平22.4,27改正
・同日旅行同条

の号
罪の種類

昭24
．1．1

施行

平17
．1．1

施行

イ(ア以外
の罪）壷|墨

ア(人を死
亡させた罪）

イア 1
1

１

死
刑
除
外

１１

外患誘致，
現住建造物
等放火など

死刑に当たる罪
(以下｢に当たる罪」
略）

公訴時効
なし

殺人,強盗
殺人など

25年15年 25年

通貨偽造，
強盗強姦，
身代金目的
略取など

強制わいせ
つ致死,強
姦致死など

15年無期懲役･禁銅 15年 30年10年(2)|(2)|(1)|(2)

■
■
０
■

傷害致死，
危険運転致
死など

長期20年の
懲役｡禁銅

20年‐｜‐｜(2)｜‐
ー

自動車運転
過失致死，
業務上過失
致死など

250条1項(1),(2)
以外の罪

10年‐｜‐｜(3)｜‐

長期15年以上
の懲役･禁銅

強擦傷害
など

10年10年 I

窃盗,詐
欺,恐喝
業務上横領
など

長期15年未満
の懲役｡禁銅

7年7年‐｜(4)｜‐｜(4)

長期10年以上
の懲役"禁銅

7年(3)｜‐｜‐｜‐

特別公務員
暴行陵虐
未成年者略
取受託収
賄など

長期10年未満
の懲役･禁銅

5年5年 5年(4)|(5)｜‐｜(5)

ー 楠臘測雄
暴
迫
損
壊

長期5年未満の
懲役･禁銅又は
罰金

棄
損3年 3年(5)|(6)｜‐｜(6) 3年

1三L二(6)|(7)|‐|(7)|拘留又は科料
一 ＝一一一一一一一一一一一 一 ■－ L 一 一一 一 一 一 ニ ー ー ーョ ー

1年’ 1年’ － 侮辱など

※1平22.4.27改正法の経過措置により，「この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成して
いる罪については,適用しない｡」(同法附則3条1項)。

※2改正後の法250条1項の規定は平成16年改正法附則3条第2項の規定にかかわらず,同法
の施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁銅以上の刑に当たるもので,この法律の施行
の際その公訴の時効が完成していないものについても,適用する(同法附則3条2項)。

平成22年4月27日までに公訴時効が完成していない罪については すべて新※1．※2により

が｝ こととな


